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議会運営委員会 

 

令和６年５月１３日（月曜日）午前９時５８分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 中 里 康 寛 副 委 員 長 鈴 木 伸 彦 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 益 子 丈 弘 

委 員 星   宏 子 委 員 平 山   武 

委 員 相 馬   剛 委 員 中 村 芳 隆 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 山 形 紀 弘 副 議 長 眞 壁 俊 郎 

 

説明のための出席者 

市 長 渡辺 美知太郎 副 市 長 渡 邉 和 明 

副 市 長 藤 田 一 彦 総 務 部 長 後 藤   修 

総 務 課 長 後 藤 明 美 総務課長補佐 佐 藤 吉 将 

行政担当ＧＬ 三 宅 和 幸   

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 髙 久   修 議 事 課 長 岩 波 ひろみ 

議事課長補佐
兼庶務係長 

小 髙 久 美 議事調査係長 長 岡 栄 治 

主 査 石 田 篤 志 主 任 石 渡 大 輝 

主 任 石 渡 大 輝   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

    ・委員長 

    ・議 長 

    ・市 長 
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  ３．協議事項 

   ⑴令和６年５月那須塩原市議会臨時会議について 

    ①提出案件について 

     ○市長提出案件……………………２件 

      ・条例の一部改正案件    ２件 

     ○議会提出案件……………………０件 

    ②議案に対する質疑・討論について 

    ③会議日程について 

     ○会期日程：５月  日（ ）～４月３０日（水） 

     ○会議日程：５月  日（ ）  日間 

   ⑵会派代表質問・市政一般質問の通告様式の改正について 

   ⑶令和６年度議会運営委員会取組事項について 

   ⑷オンラインで行われた「請願・陳情」の取り扱いについて 

   ⑸その他 

    ○次回開催 ５月３１日（金）午前１０時００分～ ３０３会議室 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開会の宣告 

○中里委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員会を開会したいと思いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○中里委員長 まず最初に、一言御挨拶させていた

だきたいと思います。 

  那須塩原市議会、４月30日に閉会いたしまして、

今現在閉会中でございますけれども、今度の５月

16日ですか、その臨時会で令和６年度の会議が開

会され、それと併せまして議案が幾つかあるよう

ですので、本日についても皆さんの慎重な審議を

お願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただ

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議長挨拶 

○中里委員長 それでは、続きまして、議長より一

言御挨拶をお願いいたします。 

○山形議長 皆さん、改めましておはようございま

す。 

  ２類から５類に変わり、約１年がたったという

ことで、経済活動も社会活動も少しずつ戻る中、

私も高校２年生以来の修学旅行以来ですか、ゴー

ルデンウイークを利用して広島県のほうに行かせ

てもらいました。 

  広島県の宮島のほうに行かせていただいたとき

に、宮島訪問税というふうなことが取り沙汰され

て、フェリーに乗るときにもう既に100円が加算

されているということで、本市が今目指している

法定外目的税と同じような形ということで、年間

約、宮島の観光に当たり１億円の財源が生まれる

というふうな話を聞いて、いざ厳島神社へ行くと、

トイレとか景観がすごいきれいなんです。まさに

こういう財源を利用して、世界遺産がある宮島と

いうことで、行ってきました。 

  そのついでに、この入り口のところにゼロカー

ボンパークと書いてあって、うちと同じことだな

と思ったら、広島県の廿日市市もゼロカーボンパ

ーク、うちは３番目なんですが、ここは18番目に

登録されていて、すごいこの観光客に、英語から

ハングル語から中国語で書いた分別の徹底で、ご

みが本当になかったということで、大変すばらし

い、そんなふうな思いをして、ゴールデンウイー

ク過ごしていただきました。 

  遺産は遺産でも、日本遺産がある青木の道の駅

も、ゴールデンウイークはすごいにぎわったとい

うふうなことで、非常にいい滑り出しを切れたん

ではないかなというふうに思っています。 

  いろいろな場所へ行きながら、そんなことを思

いながら、５月、ゴールデンウイーク入りまして、

終わった後、臨時会議ということで、条例の制定

やいろいろありますけれども、慎重審議のほうよ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○中里委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長挨拶 

○中里委員長 続きまして、市長より御挨拶いただ

きたいと思います。 

○渡辺市長 令和６年５月那須塩原市議会定例会議

に係る議会運営委員会の機会をありがとうござい
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ます。 

  今回、２件御提案いたしまして、条例の一部改

正案件であります。内容については、総務部長、

この後説明しますので、よろしく御審議いただき

ますようお願いを申し上げます。 

○中里委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○中里委員長 それでは、３の協議事項に入りたい

と思います。 

  まず最初に、⑴令和６年５月臨時会議について。 

  まずは①提出案件についてを議題といたします。 

  市長提出案件について、執行部から説明をお願

いいたします。 

  総務部長。 

○後藤総務部長 改めまして、おはようございます。

よろしくお願いいたします。 

  令和６年５月那須塩原市議会臨時会に御提案を

予定しております市長提出案件につきまして、御

説明を申し上げます。 

  今回提出を予定しております案件は、ただいま

市長が申し上げましたとおり２件でございます。 

  各案件の取扱いにつきまして、本日は御審議く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

  今回提出を予定している条例の一部改正案件２

件につきましては、いずれも法令の改正に伴う引

用条項の修正でございます。 

  まず初めに、番号１、議案第54号 那須塩原市

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

についてにつきましては、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の改正に伴いまして、法の別表が削除されたこ

とに伴う引用条項の修正でございます。 

  次に、番号２、議案第55号 那須塩原市災害弔

慰金の支給等に関する条例の一部改正につきまし

ては、東日本大震災に対処するための特別の財政

援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定

の施行等に関する政令の改正に伴いまして、条番

号にずれが生じたことに伴う引用条項の修正でご

ざいます。 

  以上、条例の一部改正案件２件につきまして、

市議会臨時会議への提出を予定してございます。 

  よろしくお願い申し上げまして、市長提出案件

の御説明といたします。 

  以上でございます。 

○中里委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 質疑がないようですので、番号１、

議案第54号及び番号２、議案第55号の条例の一部

改正案件２件についてお諮りいたします。 

  先例においては、予算案を除いた臨時会議の案

件については委員会付託を省略し、即決するとご

ざいます。 

  議案第54号及び議案第55号の条例の一部改正案

件２件については、先例のとおり即決扱いとする

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 異議がないものと認め、そのように

取り扱います。 

  次に、議会提出案件についてですが、何か予定

されるものはございますか。 

  議事課長。 

○岩波議事課長 ございません。 

○中里委員長 次に、②議案に対する質疑・討論に
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ついてを議題といたします。 

  まず、議案に対する質疑については、先例のと

おり一問一答方式により行い、時間は質疑のみ１

人15分以内とすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 異議がないものと認め、そのように

取り扱います。 

  次に、討論についてですが、こちらも先例のと

おり、１議題につき１人10分以内、賛成・反対各

５人までとしたいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 異議がないものと認め、そのように

取り扱います。 

  次に、③会期及び会議の日程についてを議題と

いたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

  議事課長。 

○岩波議事課長 会期及び会議日程等について御説

明いたします。 

  今定例会の会期は、令和６年５月16日から令和

７年４月30日までの350日間といたします。また、

会議日程等につきましては、資料の会議日程のと

おり、５月16日１日限りの予定としております。 

  議事概要は、開会、会期の決定、日程報告、議

案の提案説明、質疑、討論、採決、散会の予定と

しております。 

  説明は以上です。 

○中里委員長 ただいま説明がございましたが、改

めて申し上げます。 

  今定例会の会期は、令和６年５月16日から令和

７年４月30日までとし、５月臨時会議の会議日程

については、５月16日木曜日１日限りとしたいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 異議がないものと認め、そのように

取り扱います。 

  以上で⑴の協議事項は全て終了しました。 

  ここで執行部には退席いただきますが、その他

として何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○中里委員長 委員から執行部に対して何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 それでは、暫時休憩といたします。 

  執行部におかれましては、ここで退席をお願い

いたします。大変お疲れさまでした。 

 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○中里委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  次第の⑵会派代表質問・市政一般質問の通告様

式の改正についてを議題といたします。 

  概要について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 それでは、サイドブックスの

ほうに配信をさせていただきました、会派代表質

問・市政一般質問の通告様式の改正についてでご

ざいます。 

  まず、１の趣旨を御覧いただければと思います。 

  現在の通告の様式は、点線が一段一段入ってい

る様式となってございまして、この点線があるこ

とによって、ここに①②と、ちょっと記載がある

んですけれども、連続して一般質問を入力してい

きますと、どうしても次のページにうまく飛ばな

いんですね。次のページは次のページにまたカー
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ソルを合わせて入力をする必要がございました。 

  また、１ページの中に収まり切らない場合、次

のページに重なってしまって、入力後見えづらく

なる、やはりそういった障害なんかもございまし

た。 

  こういった点を解消できればということで、局

内のほうでも検討をさせていただきまして、様式

の改正を御提案させていただくものであります。 

  具体的には、点線をなくすということになりま

す。 

  メリットということで、こちら、点線をなくす

ことで、ずっと１ページ目、２ページ目、３ペー

ジ目続けて、連続して入力が可能となります。ま

た、表が重なるといったこともございません。 

  一方では、その点線がなくなったことで、ちょ

っと読みにくくなる方も、お感じになる方もいら

っしゃるかなといったところの懸念がございます。 

  具体的には、次のページ、御覧ください。 

  こちら、今使っております通告書の点線を除い

たものになります。完成した形としては、このよ

うな形になるのかなと思うんですけれども、御覧

の見え方ですとか、そういった点、委員の皆様か

ら御意見いただきまして、可能であれば、この改

正をすることで、皆さんの業務能率のアップなん

かも望めるかと思いますので、御意見いただけれ

ばと思っております。 

  うまくいけばなんですけれども、こちら、来週

から一般質問、６月定例会議の一般質問は開始さ

れてしまうということから、早くて９月の定例会

議からの実施ということでどうかなというふうに

考えているところです。 

  説明は以上となります。 

○中里委員長 ありがとうございました。 

  ただいま説明がございましたが、委員の皆様か

ら何か、質疑と併せて御意見などがありましたら

お願いいたします。 

  今までと様式が変わるということで、見え方が

変わるだけで、大体ほかの他市議会の一般質問の

様式など見ても、点線がないのが普通なので、

我々の市議会もその点線というものをなくして、

パソコンで入力している様式に合わせての改正と

いうことで、御提案をさせていただきました。 

○相馬委員 １点だけいいですか。 

○中里委員長 どうぞ、相馬委員。 

○相馬委員 これ、フォントの大きさは、これまで

と変わらないでしょうか。 

○中里委員長 係長。 

○長岡議事調査係長 ちょっと恐らく大きさ、見え

ているＡ４の大きさが、今見えていらっしゃるの、

ちょっと小さめに見えているのかなと思うんです

けれども、一応、入力自体は前回のフォントのま

までは、一応そのまま継続した形にはなってござ

います。 

○相馬委員 分かりました。 

○中里委員長 そのほか、ございますか。 

○森本委員 じゃ、あと１点だけ。 

○中里委員長 森本委員。 

○森本委員 今までのフォーマットで書いたときに、

文字間がすごく狭いという文章があった、文字と

文字がぴたっとくっついている感じがして、ちょ

っと読みにくいなという感じがしていたんだけれ

ども、今これで見たら、そんなふうでもなくて、

逆に読みやすいかなと思ったんですけれども、文

字間とかって自分で直しても、一応構わないもの

なのか、それとも同じ文字間に、同じフォーマッ

トでやらないとまずいのかだけ。 

○中里委員長 係長。 

○長岡議事調査係長 様式自体を定めている中で、

文字のサイズまでは、議会としては文字間ですと

か、そこまでは決めていないと思うんです。議会
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として、そこまで定めているかというと。恐らく、

皆さん使っている同じフォーマットの中で共通用

紙になっているんでしょうか、そこで既に指定さ

れている用紙で入れていらっしゃるというだけな

ので、仮に、やはりどうしても漢字がいっぱいあ

って読みにくいよねという場合などは空けていた

だくことも問題ないのではないかなというふうに

は考えます。 

○中里委員長 森本委員、どうぞ。 

○森本委員 そういうふうにして別に問題ないとい

うことですね、現状もね。分かりました。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  そのほか、ございますか。 

  星委員、どうぞ。 

○星委員 いまだにと言っては失礼、やはり手書き

で出す方もいらっしゃるのはいらっしゃる、です

からその方はやはり、線がないと書きづらかった

りもするのかなと思うんですけれども。 

○中里委員長 係長。 

○長岡議事調査係長 今、現状としましては、ほぼ

いらっしゃいません、手書きの方は。過去に数名

の方だけ手書きで出されたケースもあるんですけ

れども、ただ、いずれにしても、ホームページに

載せる関係上、事務局のほうで打ち直しをしてい

た経緯もあるところがございますので、いずれに

しても、ここに入力するのが改善されれば、事務

局としても効率化が図れるというところはあるか

と思います。 

○中里委員長 大丈夫ですか。 

  そのほか、ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 それでは、じゃ、質疑がないという

ことでございますけれども、協議がまとまれば、

９月定例会議で実施する方向でよろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、続きまして、次第の⑶令和６年度議会運

営委員会の取組事項についてを議題といたします。 

  今年度の取組実行計画のスケジュール案につい

て、事務局から説明をお願いします。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 それでは、配信させていただ

きました、今年度の、令和６年度の取組実行計画、

御決定いただいた内容についてなんですけれども、

こちらの進め方のスケジュール案になります。毎

年度、こちらのほうをお示しさせていただいてい

るところです。 

  今年度につきましては、一応、スケジュールの

考え方としては、12月までには全ての事業が終わ

る想定で進めてはどうかというふうに考えてござ

います。 

  １月からまた事務事業評価、今回やってきたこ

とについての評価とかＰＤＣＡサイクル、こちら

のほうもございますので、なるべく早め早めに事

業を進めてはということでつくらせていただいた

内容になります。正副委員長のほうで相談させて

いただいたということでございます。 

  この内容について、このような形で進めてよけ

れば、このスケジュール案で進めてはどうかとい

うことで御提案させていただく内容となります。 

  説明は以上となります。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  委員の皆様から何か御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 なければ、今後このスケジュールで

行うということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 それでは、次第の⑷オンラインで行

われた「請願・陳情」の取扱いについてを議題と
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いたします。 

  前回の議会運営委員会で説明をさせていただき

ました概要について、事務局から改めて説明をお

願いいたします。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 それでは、オンラインで行わ

れる請願・陳情の取扱いということで、一番上に

ございます前提ということで、地方自治法の改正

によりまして、本年度の４月１日からオンライン

での提出が制度上は可能になっているということ

でございます。 

  そして４番、ちょっと飛んでいただきまして、

前回議運で御決定いただいた内容のおさらいにな

ります。 

  請願・陳情の現状としましては、市内に御住所

のある方が、実際議会のほうに御持参いただきま

して、議会で諮っているという現状ございます。 

  また、市外の方につきましては、ほとんど郵送

で出されるケースが多く、また、市政以外のテー

マについて御意見いただくケースが多くなってご

ざいます。そちらにつきましては、議長預かりと

いうような諮り方をしているものです。 

  下の丸、黒丸のところを御覧ください。 

  前回の議運の中で、そういった背景を加味しま

して、今後、持参からオンラインに変わるという

ようなことが想定されますので、オンラインで出

されたものの、市内の方が出された、オンライン

で出されたものについては、議会運営委員会でお

諮りをする。また、市外の方がオンラインで出さ

れたものについては、議長預かりというような御

決定を前回いただいたところです。 

  今回は、制度上、備えるために御確認をいただ

くというのが、今回の内容になります。 

  まずは、先例事例集の改正になります。 

  ちょっとごめんなさい、一回お戻りいただいて、

３番の現行ルールというところを御覧いただけれ

ばと思います。 

  ３番の現行ルール、先例事例集111、請願は議

会運営委員会の３日前までに受理したものを議会

運営委員会に諮り、定例会議中の委員会に付託し

審査するという部分は、基本、請願・陳情が議会

に提出がされたものについては、議会でお諮りを

することというのが、まずは先例事例集の中で書

かれています。 

  次の112です。ここは例外規定になります。郵

送等により提出されたものは、全て議長預かりと

するというような、基本は議会で諮るんだけれど

も、郵送で来たものは議長預かりであると、例外

規定を覚えておいてください。 

  ということで、番号、変更点、もう一度御覧く

ださい。 

  今回、市外のオンライン提出分につきましては

議長預かりというふうな御決定いただきましたの

で、今回の改正としましては、請願・陳情、市外

に住所を有する請願者・陳情者がオンラインによ

り提出されたものは議長預かりとするという、こ

の部分を追加するものになります。例外の部分だ

けを追加するというような考え方でございます。 

  これが１点と、あともう１点、すみません、資

料をお送りします。 

  今までのフローになりますけれども、請願・陳

情の取扱いのフロー、こちらにオンラインで提出

されたものの扱いを各請願・陳情のほうに追加を

したというような内容になります。 

  この色つきの部分を御覧いただければと思うん

ですけれども、市内に住所を有する方のオンライ

ン提出分については、これまでの直接持参と同じ

ように委員会でお諮りしますよ、ただ、市外に住

所を有する方の分については議長預かりとします

よというようなものを、各項目に、次のページも
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ちょっとお開きいただければと思うんですが、陳

情、あとは要望書、こちらのほうにも追加をした

というような内容となります。 

  改正案としては以上になります。 

  説明は以上となります。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  前回の議会運営委員会で、まずは制度上整えま

しょうということで、このような形で整えさせて

いただきました。 

  本日は、この前回の議会運営委員会で話し合わ

れたことが、このようなことということの見直し

と、それから変更点について、皆さんから改めて

確認をいただきたいというふうに思いますが、各

会派で御意見などがあれば伺いたいと思います。 

  森本委員。 

○森本委員 内容的にいいと思うんですけれども、

５番の改正のところなんですけれども、郵送で提

出されたものまたは市外に住所を有する請願者・

陳情者のオンラインにより提出されたものはと書

いてあるんですけれども、これ、主語と述語がお

かしいというか、請願者・陳情者というんだった

ら、提出したものをですね、「が」になっている、

次が、助詞が。これが、請願・陳情がオンライン

により提出されたもの、提出されるのは請願・陳

情であって、請願者や陳情者が提出されるわけじ

ゃないんで、これ、助詞、主語と述語の関係がお

かしいと思います。請願・陳情がオンラインによ

り提出されたものはだったら分かります。また、

請願者・陳情者がオンラインにより提出したもの

ですね。そのどちらかですね。 

〔「丁寧に言うと」と言う人あ

り〕 

○森本委員 そういう問題じゃないです。それは主

語・述語の話で、請願者・陳情者は提出されない

んで、請願者・陳情者が提出するんで。 

〔「いや、何々されたと丁寧な言

い方」と言う人あり〕 

○森本委員 違います。これは、されたという受動

態と能動態の問題。 

○中里委員長 文言の点については、改めて事務局

で確認をいたしまして、例規審査とかもあると思

いますので、文言については改めて確認していた

だければというふうに思います。 

  そのほか、各会派で御意見などございましたら。 

  このオンラインの提出ということで、栃木県内

ではまだやっているところはございませんで、た

だ、しかしながら、私もちょっと調べてみたんで

すけれども、全国的に見ると、何件かやっている

ところがあるという、実施しているところがある

ということで、今後、議会運営委員会でも研究し

ていく部分というのはあるのかなというふうに思

っていますので、そのときには、いろいろ運用し

ていって、不備などもこれから出てくると思いま

す。そのときには随時皆さんから御意見伺いなが

ら、変更をかけていくなり、改正していくなり、

こういうことができるのかなというふうに思いま

す。 

  まずは一旦、５月の全協に提案したいというふ

うに思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  それでは、次第の⑹その他に入ります。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

○相馬委員 いいですか。 

○中里委員長 相馬委員、どうぞ。 

○相馬委員 すみません、今、先ほどのオンライン

の請願・陳情についてなんですけれども、郵送で、

市内の方が郵送で提出された場合は、先ほど言っ

たようにオンラインと郵送の差を、市民にどうい

うふうに説明したらいいのか。オンラインで提出
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した場合はオーケーで、郵送で提出した場合は審

査というか議長預かりになりますよというこの差、

オンラインと郵送の差をどういうふうに説明した

らいいんでしょうか。これないと問題ないんです

けれども、この差だけちょっと、聞かれたらどう

いうふうに説明したら、まあ、例えば、この議運

のメンバー以外からどういうふうに聞くんですか

と言われたときに、どういうふうにお答えになる

のか、もし皆さん意見聞かせていただければ、オ

ンラインで、そういうふうに決まりましたしか言

いようがないかなと思うんですけれども、どうい

うふうに説明するのか、ちょっとお聞かせいただ

ければ。 

○中里委員長 いわゆるオンラインの提出できると

いうことは、便利な反面、いわゆる全国一斉に何

でも請願・陳情が送れてしまうというところがあ

るので、まずはこのような運用をさせていただき

たいというふうな形で説明する以外は、まずはな

いのかなというふうには…… 

○相馬委員 それは、もちろん、オンラインを使っ

たらいいんですけれども、郵送で、これまで郵送

で、市内の方が郵送で出してきた場合は、郵送の

場合はそのまま議長預かりになるわけですね、今

後もね。郵送で出してきた場合は議長預かりにな

るんで、それをオンラインで出せばということは、

その差をどういうふうに説明したらいいのか。 

○中里委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 答えになっていないんですけれども、

答えじゃなくて、それは議員になったときに、要

するにそうなっていたということは、なっていた

んだね。そうすると、自分も知らない、そのとき

は。だから、今これ説明しろと言われても、多分

ここの中の議員は、多分知らないと素直に受け取

る。 

  だから、事務局が、過去どうしてそういうふう

に違いをつくっていたのかというのを、事務局で

調べられるなら、事務局が過去こういう経緯でな

っていたということしか分からないと思うね。 

  でも、言っていることは確かに、俺聞いていて

大事だと思ったんで、どう説明するかは、もし事

務局調べて、出てこなければ、今後どう説明する

かというのは、ちょっと明確にしておいたほうが

いいかもしれない。聞かれないかもしれないけれ

ども、聞かれたときのためにね。そういうふうに

はちょっと思います。 

  以上です。 

○中里委員長 益子委員。 

○益子委員 私も、今、相馬委員からの御指摘あっ

た点については、もし私が市民の方などに聞かれ

たときは、このようなふうに答えようかと思って

います。 

  というのは、現段階では、法律上、郵送は認め

ていられないけれども…… 

〔発言する人あり〕 

○益子委員 認めていられていないというか、議長

預かりになっていますけれども…… 

〔「ルール上」と言う人あり〕 

○益子委員 だけれども、今回の国の法令の請願の

扱いのオンラインの提出は可能になるということ

で、自治法が改正になったので、そこの部分だけ

は利便性が向上したので、今後またそういった郵

送の扱いについても、今の段階では昔のままの扱

いになっているかもしれないけれども、今後、そ

ういうところも検討していくようになるんじゃな

いかなということで、一歩だけ進んだということ

だけを伝えて、それ以外は現法どおり扱いすると

いうふうに回答して、皆さんには理解いただくっ

てなって、その後で、やはり皆さん、議運のメン

バーも含めてですけれども、やはり郵送の扱いな

んかも、この検討が必要だねという方向で、方向
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性はみんな理解しているので、それは今後検討し

ていくべきかなと思って、そのように回答すれば

よろしいんじゃないかなとか思っています。 

○中里委員長 そのほか、ございますか。大丈夫で

すかね。 

〔発言する者なし〕 

○中里委員長 では、正副議長のほうから何かござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 大丈夫ですか。 

  事務局から何かございますか。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 すみません、先日、視察と研

修のテーマのほうを募集をさせていただいたとこ

ろなんですけれども、実はないという状況でござ

います。 

  ですので、今後の、いずれにしても研修、視察

につきましても、研修につきましても実施してい

く方向でございますので、今後の取扱いなんかも

御協議いただければと思って御提案させていただ

きます。 

  以上です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  視察のテーマについては、視察先の受入れとい

うところもありますので、視察のテーマについて

は正副一任とさせていただきたいというふうに思

いますが、よろしいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、研修のテーマについては、引き続き募集

したいというふうに思っております。５月24日ま

でに御報告をお願いできればというふうに思って

おりますが、よろしいですか。研修のテーマ。視

察のテーマは我々に一任させていただいて、今後、

議運で行う議運主催の研修のテーマについては、

引き続き募集したいというふうに思いますので、

５月24日まで報告のほうをお願いいたします。 

  それでは、次回の議会運営委員会の開催ですが、

５月31日金曜日、午前10時から303会議室で行い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○中里委員長 それでは、以上で議会運営委員会を

閉会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

休憩 午前１０時２８分 

 

再開 午前１０時３１分 

 

○中里委員長 すみません、議会運営委員会を改め

てちょっと再開させていただきたいと思います。 

  次第６のその他の中で、皆様にお諮りしたいこ

とがございます。 

  まず１点目なんですけれども、取組ナンバー５

の市民意向の把握や多様な情報提供の在り方の検

討というところについてなんですけれども、こち

らを広聴広報委員会に諮問かけさせていただきた

いというふうに思います。また、あわせて、取組

ナンバー６の市民アンケート等の実施、こちらに

ついては、議会活性化特別委員会のほうに諮問か

けさせていただきたいというふうに思いますが、

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  それでは、以上で議会運営委員会を閉会いたし

ます。 



－12－ 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１０時３２分 
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